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委員意見 回答 府省庁

1

○ハザードマップの作成は進んでいるが、民間企業の
今後の災害対策等に浸透するように、発生確率を踏
まえたリスク情報を充実させ、広めていくことが重
要。【戸田委員】

○水害については、発生確率に応じた降雨規模ごとの浸水深を示し
た多段階の浸水想定図やそれらを重ね合わせた水害リスクマップ
を作成・公表しているところ。引き続き、発生確率も踏まえたリ
スク情報の充実・周知に取り組んでいく。

国土交通省

2

○ハザードマップは、基礎自治体ごとにそれぞれの表
現で公表されているが、企業活動は一つの自治体の
みにとどまるものではないため、ハザード情報に関
しては、複数あるハザードについて、全国一律の
データが提供されることが、企業がＢＣＰを策定す
る上での前提となる。「重ねるハザードマップ」は
「見る」という観点で良いものだが、「使う」とい
う観点では、企業のＢＣＰツールに組み込むための
データセットを取得することが難しい。データ活用
が進むよう検討してほしい。【臼田委員】

○「重ねるハザードマップ」のデータについては、企業等にも、ア
プリケーション等で利用いただけるようにオープンデータ配信を
行っている。今後も、現状ある利活用パンフレットや事例集の充
実等、よりデータ活用が進むよう検討を進めていく。

国土交通省

3

○建築基準法は、最低限の基準でしかなく、災害リス
クの大小に関わらず同じ建物が建てられる。地震と
いう規模の大きな災害に対しても、居住誘導方策が
法的に定められておらず、建築に関しての規制強化
がされていない。産業界や社会に対して、災害危険
度の高い場所を避けるか避けないのであれば対策し
ておかないと災害時に取り返しのつかないことにな
る、と伝えなければならない。【福和委員】

○地震については、影響の範囲やその程度を即地的に定めてその地
域を居住誘導区域等から除外することに限界がある。一方で、揺
れやすさや建物崩壊の危険度、液状化被害リスクの観点からハ
ザードマップが整備されており、それらが企業のＢＣＰ策定等に
更に活用されるよう、更なる周知に取り組んでいく。

p９～11参照

内閣府
・

国土交通省

4

○火山災害について、ハザードマップは作成されてい
るが、土地利用規制はされているのか。土地利用規
制がされていないのであれば、理由も教えてほしい。
【中村委員】

○ハザード横断的な土地利用規制の制度として、建築基準法が定め
る災害危険区域があり、噴石の危険性を理由に自治体が指定して
いる事例がある。 p12参照

○また、火山ハザードマップは、自治体における土地利用計画の策
定にも寄与しうるものである。
一方で、降灰については、現時点では、噴火の時期や規模、影響
範囲等を的確に予測する精度が、土地利用規制を実施できる水準
には至っていない。
なお、噴石等による危険が著しい区域を災害危険区域として指定
し、建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を行うことは可
能。

国土交通省
・

内閣府
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5

○今回の資料のうち文部科学省の取組を見ると、ハー
ドの耐震化はあるが、防災教育に関するものがない。
国土交通省が取り組むPLATEAUを取り入れた防災教
育も検討してほしい。【大串委員】

○文部科学省では、第３次学校安全の推進に関する計画に基づき、
実践的な防災教育やデジタル技術を活用した学びによる安全教
育を推進しているところ。
ご指摘のPLATEAUについては、学校における一人一台端末での
利用に当たっての課題や3D都市モデルの整備状況等を踏まえつ
つ、今後、国土交通省とも連携して参りたいと考えている。

文部科学省
・

国土交通省

6

○水害について、企業の操業リスクが地域の二次的被
害の拡大につながることから、水害ＢＣＰタイムラ
インとして時系列の対応を検討している。企業がそ
の検討をする上で、地震被害想定のような水害時の
ライフライン停止想定期間の情報が求められている。
【磯打委員】

○「大規模水害対策に関する専門調査会報告」（H22.4, 中央防
災会議大規模水害対策に関する専門調査会）や「水害の被害指
標分析の手引（H25試行版）」（H25.7,国土交通省水管理・国
土保全局）において、水害による電力、ガス、水道等のライフ
ラインの復旧期間について、過去の大規模水害における事例が
示されているところ。

p13参照

内閣府
・

国土交通省

7

○ＢＣＰの作成支援について、ＢＣＰアドバイザーや
ＢＣＰ策定運用指導者といった民間の資格がある。
このような資格を有する人材の活用も視野に入れて
ＢＣＰの導入を推進していくことにも取り組んでほ
しい。【大串委員】

○前回会議の資料２に示した内閣府による企業の事業継続に関す
る実態調査の結果においても、ＢＣＰの策定に至らない理由と
して、策定に必要なスキルやノウハウがないことが挙げられて
おり、ノウハウの提供は重要であると認識。そのため、内閣府
や中小企業庁において、「事業継続ガイドライン」（R5.3, 内
閣府改定）や「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」（中小企業庁Ｈ
Ｐ）等により必要なノウハウを提供しているところ。ＢＣＰの
普及拡大・質の向上に向けた民間資格の活用については、引き
続き、検討していく。

○なお、（一社）レジリエンスジャパン推進協議会が運営する
「国土強靱化貢献団体」認証（レジリエンス認証）制度におい
ては、外部委員（専門家）による審査委員会が設置されており、
当該審査過程における専門家の評価により事業継続の更なる改
善へのヒントが得られるメリットもある。また、静岡銀行の全
支店長に防災士の資格を取得させる取組など、人材育成の観点
からも模範的な事例については「民間事例集」として取りまと
め、横展開を図っていく。

経済産業省
・

内閣府
・

国土強靱化推
進室

8

○ＢＣＰ策定は、大企業は進んでいるが、中小企業は
進んでいない。中小企業からは、策定したいが人材
がいないとの声を聞く。発災時直ちに活動すべき企
業には中小企業も多い。人材育成の観点から、防災
士の資格取得や人材募集への支援など、中小企業へ
の支援を前向きに検討すべき。【近藤委員】
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9

○これまでのＢＣＰの取組は、災害があった時に、企業が
事業を継続できるようにという観点でまとめられている。
企業が事業を継続するには、災害時においても従業員が
仕事をしてくれる必要があり、ＢＣＰの枠組みにおいて
も、従業員の住宅の耐震化や保険の加入等の取組が重要。
【鍬田委員】

○企業のＢＣＰにおいて従業員の役割が更に認識され支援
する取組が進むよう、ガイドライン等の改善を図ってい
く。なお、岐阜県においては、従業員の業務従事体制の
確保の観点から、住宅の耐震化の支援制度が周知されて
いるところ。

p14参照
なお、「国土強靱化貢献団体」認証（レジリエンス認
証）制度の運営主体である（一社）レジリエンスジャパ
ン推進協議会においては、事業継続の実効性を高めるた
めの事前対策の一つとして、従業員はじめ関係者の安全
確保についても評価しているところ。同協議会を通じて、
更に効果的な制度となるよう工夫を図りながら、引き続
き取り組んでいく。

内閣府
・

経済産業省
・

国土強靱化推
進室

10

○ＢＣＰに関して、取引先が被災したとの視点となりがち
で、自社のことと捉えられていないようなものが多く、
実効的ではないと感じている。特に、発災直後の初動部
分や、初動のための備えが不十分と感じる。ＢＣＰが効
果的に機能するよう改善が必要。【大木委員】

○「事業継続ガイドライン」（R5.3改定, 内閣府防災担
当）では、初動段階で実施すべき事項の例を示すなど、
発災直後の初動やそのための備えをＢＣＰに適切に定め
る重要性を示しているところ。あわせて、ＢＣＰ発動に
至らない日常的な事業継続上のトラブルが発生した場合
にも見直しを行うことが望ましいと示すなど、ＢＣＰの
見直しをフェーズフリーな観点から行う重要性も示して
いるところ。引き続き、企業のＢＣＰの質の向上に向け
て働きかけていく。

p15～17参照
○なお、「国土強靱化貢献団体」認証（レジリエンス認

証）制度の運営主体である（一社）レジリエンスジャパ
ン推進協議会においては、事業継続の実効性を高めるた
めの事前対策の一つとして、初動の対応手順についても
評価しているところ。同協議会を通じて、更に効果的な
制度となるよう工夫を図りながら、引き続き取り組んで
いく。

内閣府
・

経済産業省
・

国土強靱化推
進室
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11

○中小企業のＢＣＰ計画の促進に「ナッジ」（人間の性質や行
動原理に基づき自発的に行動するきっかけを提供する手法）
の考え方を取り入れるとよい。助成金や補助等のメリットを
示しお願いをするだけでなく、地域内の中小企業のＢＣＰ策
定率や被災体験に基づき様々な災害への対応を想定しておく
ことの重要性等を継続的に示していくことも重要。【大串委
員】

○防災分野においても、子どもが率先避難者となった東
日本大震災時の津波避難の事例など、「ナッジ」の考
え方が機能したと思われる事例があると認識。企業Ｂ
ＣＰへの防災「ナッジ」の考え方の導入について、引
き続き検討していく。

なお、「国土強靱化貢献団体」認証（レジリエンス認
証）制度の運営主体である（一社）レジリエンスジャ
パン推進協議会においては、ＢＣＰに関するセミナー
等を開催し、例えば能登半島地震で被災された中小企
業による災害対応等を情報発信、普及啓発に活用して
いるところ。

経済産業省
・

国土強靱化推
進室

12

○今回紹介された官民連携事例について、強靱化計画において、
何らかの取組や仕組みとして位置付けられ、一般化していけ
ばよい。【屋井委員】

○前回会議の資料２、３では、官民連携事例として、民
間リソースの活用やフェーズフリーの観点を含む事例
を中心に紹介した。年次計画2026においては、それら
の官民連携事例を重要な取組として取りまとめ、横展
開を図っていく。

国土強靱化推
進室

13

○多くの民間企業は、現時点においても社会課題に対応する事
業を考えており、防災・減災への関心は高い。こうした活動
の広がりを知ることは民間企業の取組促進につながることか
ら、今後もこういった知見を探せるよう広報してほしい。
【田中委員】

○「民間の取組事例集」、「民間資金による防災インフ
ラ投資に関する参考事例集」等により、民間企業が国
土強靱化の取組を進める上で参考となる事例の収集と
分かりやすい情報発信に努める。 また、先進的な民間
企業・団体を評価・表彰する「ジャパンレジリエン
ス・アワード」の取組を、（一社）レジリエンスジャ
パン推進協議会を通じて引き続き推進する。

国土強靱化推
進室

14

○寄付等により企業が地域の防災をサポートできる仕組みや、
それに対する税制優遇等があれば、民間の資金が更に防災に
回るのではないか。【鍬田委員】

○国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共
団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を
行った場合に法人関係税から税額控除される制度とし
て、企業版ふるさと納税がある。同制度を活用して物
納により地域の防災・減災に貢献している事例等を事
例集に取りまとめており、引き続き、好事例として横
展開を図っていく。

p18参照

国土強靱化推
進室
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15

○自分を守る、つまりマイナスをゼロにするところまでではなく、
ゼロをプラスにするところまでを考えることが重要。プラスに
なったところを高く評価することは、企業側にとってインセン
ティブともなる。例えば、災害時の企業活動に必要な人員が活
動できることも評価軸に入れると、ＢＣＰの実効性が確保され
るのみならず、企業側も一歩先の国土強靱化に資する活動がで
きているとのアピールができる。【臼田委員】

○現在、「ジャパンレジリエンス・アワード」により、
先進的な民間企業・団体を評価・表彰するとともに、
「国土強靱化貢献団体」認証（レジリエンス認証）
制度により、重要業務を継続・復旧させるための体
制、手順や事業継続の実効性を高めるための事前対
策等についても評価・認証しているところ。なお、
認証された場合には、一部金融機関からの優遇制度
等のメリットがある。
これらの運営主体である（一社）レジリエンスジャ
パン推進協議会を通じて、更に効果的な制度となる
よう工夫を図りながら、引き続き取り組んでいく。

国土強靱化推
進室

16

○企業の強靱化に関して、その企業がないと日本の経済が回らな
いという企業が存在する。事前にそのような企業や産業を把握
しておくことも国土強靱化の方向性の一つと考える。【鍬田委
員】

○国土強靱化基本計画にも示されている「起きてはな
らない最悪の事態」において、石油、ガス、電力、
上下水道、金融など、経済活動を機能させる前提と
なる物資・サービスを明示し、それらの安定供給に
取り組むことを国土強靱化の方向性としており、引
き続き、これらの方針に基づき取組を進めていく。

国土強靱化推
進室

17

○グリーンインフラについて、資料２で、米国コロンビア州のＤ
Ｃウォーターが紹介されており、日本でもこのような取組がさ
れるとよい。グリーンインフラ推進戦略が国土交通省で検討さ
れている中で、海外の事例を紹介した理由を教えてほしい。
【中村委員】

○PFS/SIB方式は防災分野では、事業成果の可視化や成
果に対する関係者間の合意形成等に課題があり、国
内の活用事例がないため、海外事例を紹介したもの。

国土強靱化推
進室

18

○グリーンインフラに関しては、公園等の目に見える整備も重要
であるが、そこに至るまでのプロセスも問われる。グリーン投
資やＧＸ投資等から生まれる製品を民間も活用している。行政、
国も共に進めていくことが重要。国土強靱化でも、グリーン・
脱炭素に資する素材の活用を考えるべき。国土強靱化年次計画
では、これらについて、未来に向けたビジョンや理念を取り上
げ、国民や企業に取組を展開できるとよい。【田中委員】

○「第１次国土強靱化実施中期計画」においては、CO2
排出量の削減に資する材料等について、その技術開
発の動向を踏まえ、活用に向けた取組を進めるとし
ている。「国土強靱化年次計画2026の策定方針」に
おいても、施策間連携の状況の取りまとめの一環と
して、平時のウェルビーイングにもつながるグリー
ンインフラの活用に向けた取組状況を取りまとめて
いくことを記載しており、年次計画2026においてそ
れらの取組を取りまとめ、促進していく。

国土強靱化推
進室
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19

○国土強靱化地域計画の自治体での策定状況や取組につい
て、当大学の学生がヒアリングしたところ、我々が期待
しているところ、若しくはガイドラインで期待している
状況とはかけ離れている状態もあった。国土強靱化を広
く進めていく上で、地方公共団体での地域強靱化計画の
内容の充実を進めていくべき。【磯打委員】

○総合計画やまちづくり計画との連携状況を含む、自治体
における国土強靱化地域計画の策定・改定状況や取組状
況についてフォローアップしつつ、同計画の内容充実の
支援を行っているところ。
第１次実施中期計画の内容も踏まえつつ、総合計画等と
の一体的策定など効率的・効果的な国土強靱化地域計画
の内容充実が行われるよう、伴走支援や出前講座、担当
者会議等を通じて自治体に促していく。

【資料７】参照

国土強靱化推
進室

20

○実施中期計画において、地域計画は、計画策定段階から
総合計画や立地適正化計画等のまちづくり計画との連携
強化を進めるとしている。これらは密接な関係があるも
のであり、計画策定段階からの連携が、一体的策定も含
めてどの程度進んでいるのかを改めて調べていただき、
連携が強化されるようメッセージを国から出していただ
きたい。【屋井委員】

21

○災害が起きた後の建設の対応力について調べておくべき。
南海トラフ地震のような大規模災害では、予算だけでな
く、被害認定を行う人員や建設作業員のいずれも圧倒的
に不足する。【福和委員】

○今後の国土強靱化推進会議においては、防災・国土強靱
化分野の成長戦略の一部として、地域の守り手となる建
設業の振興について議論することとしており、災害発生
後における地域の建設力の確保についても取り組んでい
く。

国土強靱化推
進室

22

○仮設住宅の建設費用には2,000万円弱掛かると認識してい
る。また、解体費やガレキの撤去費用にも相当な費用が
掛かっている。これは、地震後に地域建設業など担い手
の力が不足し建設費が高騰することも影響している。能
登半島地震の事例を中心に、家が一戸壊れるとどの程度
公費が使われるのか調査してほしい。【福和委員】

○石川県によれば、能登半島地震の被災者向けに県が整備
した仮設住宅は6,882戸であり、１戸当たりの平均建設費
用は約1,450万円であったとのこと。
また、同じく石川県によれば、被災建物の解体・撤去に
ついて公費解体制度を用いて行ったものは42,385棟あり、
１棟当たり約120万円であったとのこと。
これらを単純に足すのみであっても、１戸当たり約1,570
万円を要していることとなる。
事後対策に相当な費用を要することを鑑みると、住宅の
耐震化をはじめ、費用面でも優位性がある事前対策があ
ると考えており、それらの取組を進めてまいりたい。

内閣府
・

環境省
・

国土交通省

第17回 国土強靱化推進会議における主な意見と回答
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23

○医療や福祉、保育の平常時を含めた脆弱な状況の数値化
や必要な対応について検討するとともに、発災時に災害
直後の子供や高齢者の預かり支援を官民連携でどのよう
に行うかなど、次に定める計画や脆弱性評価に向けて活
発な議論が必要。【浅野委員】

○災害時は、普段と異なる環境での生活となることから、
高齢者・障害者・こども・妊産婦等の要配慮者を中心に
福祉的支援のニーズが増大。令和６年能登半島地震でも、
体制の充実や平時からの福祉的支援の重要性が認識。他
方で、災害時における被災者の生活を支えるための連携
体制の構築により、平時の福祉の包括的な支援体制の整
備に寄与した事例が確認。災害対応と平時における福祉
の支援体制の双方の充実に向けて、議論を進めていく。
また、医療の脆弱性への対応として、医療法に基づく医
療計画において、各都道府県が地域の事情を踏まえた災
害医療体制を定め、取り組んでいるところ。
このほか、福祉、保育の脆弱性への対応として、社会福
祉法に基づく地域福祉計画（地域の福祉サービスの状況
等を記載）、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子
育て支援事業計画（保育の量の見込みや確保方策等を記
載）があり、地域福祉計画については、地域防災計画と
の連携を促進しているところ。引き続き、地域の防災計
画と福祉等分野の計画との連携が更に強化されるよう取
り組んでいく。

厚生労働省
・

こども家庭庁
・

内閣府

24

○前回会議において私が指摘したのは、様々な災害関連死
を減らすための施策の効果を測るための新たな指標を作
るべき、ということ。災害関連死には、もし災害がなく
てもおそらく亡くなられたであろう方も、災害が発生し
たことから関連死と認定された方もいると思われる。災
害関連死全体の数を減らすのではなく、回避可能であっ
た災害関連死を減らすための施策の有効性を測るための
指標が必要。【大友委員】

○現時点において、災害関連死に寄与する個別の事情を特
定することは困難であることを踏まえると、特定の施策
が災害関連死の減少に寄与していることを定量的に測定
することは困難であると考える。
災害関連死に至った経緯等における個別の事情の傾向に
ついて整理するなど、災害関連死を減らすためできるこ
とから取り組んでまいりたい。
この点、本年１月に、「令和６年能登半島地震において
災害関連死として認定された事例及び認定されなかった
事例（災害関連死事例集）」を作成し、公表したところ。

p19,20参照

内閣府

第17回 国土強靱化推進会議における主な意見と回答
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25

○資料２に「災害リスクエリアに居住する人口」として国
土交通省のデータが掲載されているが、次の更新の予定
について教えてほしい。また、現在、都道府県単位であ
るが、市町村単位での公表も可能ではないか。【磯打委
員】

○本データは、様々な仮定をおいた上で、災害リスクエリ
ア内の人口（2015 年（実績値）・2050 年（推計値））
の推移を分析したものであり、今後、人口データの2020
年国勢調査の実績値及びそれに基づく推計値への更新を
予定している。
また、市町村単位での集計及び公表は予定していないが、
今後の検討の参考とさせていただきたい。

国土交通省

26

○被災した場合には、壊れた物の撤去や道路啓開等に費用
が掛かる。損壊一戸の当たりの費用を捉えることも重要
であるが、今後の巨大災害に備えて、国民が広く薄く負
担する保険や基金等の形で運用してくのが分かりやすい
のではないか。一般財源からの支出が厳しくなる中、備
えを明確にするために、森林環境税のような形でも予算
を確保すべき。【大串委員】

○「国土強靱化年次計画2026の策定方針」で示した通り、
年次計画2026において、財源確保方策に関する関係府省
庁による具体的な検討状況を取りまとめることとしてい
る。

国土強靱化推
進室

27

○国土強靱化基本計画策定時にも議論となったが、「防災
の主流化」を意識する必要がある。民間の取組に関する
説明があったが、市場は勝手に生まれるわけではなく、
市場を作っていかなければならない。これには一つの企
業の努力などでは超えることができない大きな課題であ
るため、「防災の主流化」が必要。【小林議長】

○「国土強靱化年次計画2026の策定方針」の「官民連携の
促進と「民」主導の取組の活性化」において、行政機関
のみならず、民間企業や国民一人ひとりが、意識・行
動・仕組みに防災・減災を考慮することが当たり前とな
る、「防災・減災が主流となる社会」の形成に向けて取
組を更に進めていくことが必要であることを記載し、
「防災の主流化」の重要性を示したところ。この方針に
基づき、取組を推進していく。

国土強靱化推
進室

第17回 国土強靱化推進会議における主な意見と回答



地震ハザードマップ（地域危険度マップ）ー熊本市の事例ー
熊本市は、地震ハザードマップ（地域危険度マップ）に被害軽減対策等の情報を掲載し、市民に向けてわかりやすく公表
することで、普及啓発に取り組んでいる。

◆ポイント◆
建物被害を軽減するた
め、企業や個人ができ
る耐震改修や家具の固
定など、被害軽減対策
を掲載。

◆ポイント◆
耐震診断の必要性や工
事までの流れをわかり
やすく掲載し、耐震診
断/耐震改修工事を推進。

熊本市HPより公表資料参照 内閣官房国土強靱化推進室にて作成

意見番号３
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地震ハザードマップ（揺れやすさマップ）ー熊本市の事例ー
熊本市は、地震ハザードマップ（揺れやすさマップ）に地震発生時の震度ごとの揺れの状況や行動等について、絵やフ
ローなどを用いて掲載し、市民一人ひとりの意識醸成を図っている。

◆ポイント◆
非常時持ち出し品のリ
ストを掲載。

◆ポイント◆
地震発生時の行動につい
て、場所や発生からの経
過時間ごとにパターン化
して掲載。

◆ポイント◆
震度ごとの揺れの状態
についてわかりやすく
明示している。

◆ポイント◆
災害時伝言サービスの
利用方法を掲載。

熊本市HPより公表資料参照 内閣官房国土強靱化推進室にて作成

意見番号３
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液状化ハザードマップー熊本市の事例ー
熊本市は、液状化ハザードマップと併せて、液状化に関する基礎知識と備えについて記載した災害学習情報を公表し、地
区全体や個人でできる対策も掲載。また、被害を軽減するために、液状化についての基本的な情報や対策についてのパン
フレットを作成し周知している。

液状化ハザードマップ
（令和２年度作成）

熊本市作成のパンフレット
災害学習情報の最終ステップとして、地区や個人（戸建て住宅）での液状化対策を紹介 熊本市HPより公表資料参照 内閣官房国土強靱化推進室にて作成

災害学習情報

意見番号３
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噴石を理由とした災害危険区域の指定事例（北海道洞爺湖町）

○洞爺湖町災害危険区域の指定に関する条例

平成１８年３月２７日

条例第１４８号

（趣旨）

第１条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第３

９条の規定による災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物

の建築の制限は、この条例の定めるところによる。

（災害区域の指定）

第２条 法第３９条第１項の規定に基づく災害危険区域の指定は、告示をもっ

て行う。

２ 前項の規定は、指定の解除について準用する。

（建築物の建築の制限）

第３条 前条で指定した災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物

を建築してはならない。

（委任）

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年３月２７日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の虻田町災害危険区域の指定に

関する条例（昭和５６年虻田町条例第１３号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

出典：洞爺湖町提供資料

意見番号４
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意見番号６
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事業継続体制確保のための住宅耐震化支援の取組ー岐阜県の事例ー

岐阜県では、企業の事業継続の観点からも従業員の住宅の耐震化が重要であるとの観点から、耐震診断・補強工事への支
援や県による従業員への説明を実施。

岐阜県HPより公表資料参照 内閣官房国土強靱化推進室にて作成

意見番号９
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取組事例

製造業（金属製品）（北海道）

【計画の策定理由】

取引先からBCP策定を求められたことに加え、停電時に停止すると使えなくなる設備がある
など事業継続上の課題を認識。要求対応と自社の災害対策強化の両面から計画策定を行った。

【認定取得後の取組】
定期的な計画見直しや訓練実施を踏まえ、停電時でも設備稼働を維持することを目的とし

た非常用発電機を導入のほか、飲料確保用のウォータークーラーや自販機の設置、NAS導入に
よる情報保全の強化など、環境整備にも積極的に取り組んでいる。

一般廃棄物収集業（福岡県）

【計画の策定理由】

度重なる台風・地震・豪雨などの被災経験から、地域インフラとして事業を止められない
責任を痛感。自社の災害対応の不十分さを認識し、被害教訓を踏まえて計画を策定した。

【認定取得後の取組】
全100頁超の計画を基礎に、毎年の見直し・改定を継続。行政計画とも整合を図り、感染症

対応や豪雨災害の教訓を反映しながら常にブラッシュアップを行っている。

意見番号10
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事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応- より抜粋

Ⅴ 計画の策定

5.1.1.1 緊急時の体制
企業・組織は、不測の事態に対応するべく、事業継続のための緊急的な体制を定め、関係者の役割・責任、指揮命令系統を明確に定め、また、その責任者は、

経営者が担う必要がある。また、重要な役割を担う者が死傷したり連絡がつかなかったりする場合に備え、権限委譲や、代行者及び代行順位も定める。緊急時
には非日常的な様々な業務が発生するため、全社の各部門を横断した、事業継続のための特別な体制を作ってもよい。

また、災害時の初動対応や二次災害の防止など、各担当業務（5.1.1.2 章を参照）、部署や班ごとの責任者、要員配置、役割分担・責任、体制などを定める
ことも必要である。

5.1.1.2 緊急時の対応手順
この対応手順は、重要業務を目標復旧時間内に実施可能とするために定めるものであり、その目的意識を強く持ち続ける必要がある。また、事象発生後にお

いては、時間の経過とともに必要とされる内容が当然変化していくため、それぞれの局面ごとに、実施する業務の優先順位を見定めることが重要である。
初動段階で実施すべき具体的な事項のうち、手順や実施体制を定め、必要に応じてチェックリストや記入様式を用意すべきものを、次の表に例示する。なお、

これらの事項の実施について時系列で管理ができる全体手順表なども用意しておくとよい。
（省略）

初動対応が落ち着いたら、事業継続対応に移行する。この対応を行うに当たり実施すべき事項のうち、手順や実施体制を定め、必要に応じてチェックリスト
や記入様式を用意すべきものを、次の表に例示する。また、これらの事項の実施について時系列で管理ができる全体手順表なども用意しておくとよい。

意見番号10
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内閣府HP 企業の防災対策・事業継続強化 各企業の取組事例 より抜粋

意見番号10
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企業版ふるさと納税制度を活用した取組ー一条工務店の事例ー

● 企業版ふるさと納税を活用し、境町（茨城県）、南伊勢町（三重県）などに、移動可能な
住宅（モバイル建築）を寄付（物納）。

● 企業版ふるさと納税を活用し、これまでに、11地方公共団体へ寄付。（2023年9月時点）

● ユニットによっては下部にはタイヤが付いており、トラクタで牽引して遠隔地まで移動さ
せ、避難所施設や仮設住宅として使用。

● 普段は、ホテル、ホッケーチームのクラブハウスや学童保育に活用。

※ 東日本大震災では、5～6万個の仮設住宅の建設に1年以上要した。南海トラフ地震では
約205万戸（建設型では約84万戸）の仮設住宅が必要と予想。

南伊勢町 ワークスペースオフィス 外観※１ 境町 ホッケーフィールド クラブハウス外観※２

出典：「民間資金による防災インフラ投資に関する参考事例集（令和５年度及び令和６年度調査結果）」2025.2（2025.5追記）他

※１：https://mobakyo.or.jp/archives/3306 ※２：https://mobakyo.or.jp/archives/3008

意見番号14
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※災害関連死に至った経緯等における個別の事情と思われる記載をキーワードとして抽出した。
ただし、キーワードは、当該事情がどの程度災害関連死に影響を与えたかを示したものではないことに注意が必要である。

意見番号24
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※災害関連死に至った経緯等における個別の事情と思われる記載をキーワードとして抽出した。
ただし、キーワードは、当該事情がどの程度災害関連死に影響を与えたかを示したものではないことに注意が必要である。

意見番号24
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